
                                                                  

 

 

   当院では、厚生労働省による「医療の透明化や患者への情報提供を積極的に 

推進する」施策にもとづき、診療費お支払いの対象となる診療報酬の算定項目を 

記載した「診療明細書」を、医療費の領収証と一緒にお渡ししております。 

患者さんの同意がある場合には、患者さんの代わりに医療費のお支払いをされた 

方へ明細書をお渡しすることもできます。 

ただし、明細書には、薬剤や検査の名称など、患者さんのプライバシーに深く 

関わる情報が記載されております（代理の方へお渡しする場合は特に、このこと 

をよくご承知ください）。 

 発行手数料は無料ですが。明細書発行の必要は無いかたは、「明細は要らない」 

旨を、会計ファイルを提出する際、窓口でお申し付けください。 

お申し出のあった時から、発行を停止いたします。 

 

平成２３年３月 十日町病院 

                                          

 

明細書（Ａ４版で、このようなものです）       

 

 

 

 

 

 

 

※明細書を確定申告や各種保険請求などの証明書に使うことはできません。 


